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今
み
ん
な
で

考
え
よ
う税

の
こ
と

　

常
陸
大
宮
市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
安
心
し
て
快
適
な
生
活
を
送
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

市
民
の
皆
さ
ん
に
納
め
て
い
た
だ
く
税
金
は
こ
れ
ら
の
事
業
を
行
う
た
め
の
大

切
な
財
源
と
な
っ
て
い
ま
す
。

市
の
財
政
と
税
の
役
割

◇
大
き
く
減
少
し
た
一
般
財
源

　

市
の
財
政
は
、
大
変
厳
し
い
状
況
が
続

い
て
い
ま
す
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
状
態

に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
れ
は
、
国
の
三
位
一
体
の
改
革
に
よ

り
、
平
成
16
年
度
か
ら
実
質
的
な
地
方
交

付
税
が
大
幅
に
削
減
さ
れ
た
こ
と
が
大
き

な
要
因
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

地
方
交
付
税
や
国
県
の
補
助
金
な
ど

の
依
存
財
源
は
、
平
成
17
年
度
決
算
で
約

１
７
４
億
５
千
万
円
で
し
た
が
、
平
成
20

年
度
は
約
１
３
９
億
２
千
万
円
と
約
20
％

減
少
し
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
に
、
一
般

会
計
歳
入
決
算
額
は
約
２
５
２
億
５
千
万

円
か
ら
約
２
１
６
億
９
千
万
円
と
、
約

14
％
減
少
し
ま
し
た
。《
Ｐ
５
グ
ラ
フ
１
》

　

ま
た
、
今
年
度
当
初
の
一
般
会
計
歳
入

予
算
額
は
総
額
で
２
０
１
億
円
。
う
ち
約

４
分
の
１
が
市
税
《
Ｐ
５
グ
ラ
フ
２
》
で

す
が
、
昨
年
来
の
景
気
後
退
か
ら
大
き
な

影
響
を
受
け
、
市
税
の
収
入
は
予
算
額
よ

り
大
幅
な
減
額
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ

ま
す
。

　

一
方
で
、
ど
う
し
て
も
必
要
な
人
件
費

◇
市
の
財
政
を
支
え
る
市
税

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
も
、
安
定
し

た
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
で
き
る
よ
う

に
、
市
で
は
歳
入
・
歳
出
の
徹
底
的
な
見

直
し
を
計
画
的
に
進
め
て
い
ま
す
。
市
税

収
入
は
自
主
財
源
の
根
幹
を
な
す
も
の
で

あ
り
、
市
の
財
政
を
支
え
る
も
の
で
す
。

公
平
な
税
負
担
に
よ
る
安
定
的
な
税
収

は
、
市
政
に
お
い
て
必
要
不
可
欠
な
も
の

と
い
え
ま
す
。

　

私
た
ち
の
納
め
た
税
金
は
、「
健
康
で

豊
か
な
生
活
」
を
実
現
す
る
た
め
の
公
共

サ
ー
ビ
ス
の
財
源
に
な
り
ま
す
。
私
た
ち

は
一
人
で
は
生
き
て
行
け
ま
せ
ん
。
税
金

は
、「
社
会
で
生
き
て
い
く
た
め
の
会
費
」

と
も
い
え
ま
す
。

　

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
税
金
が
名
前
や

形
を
変
え
な
が
ら
千
年
以
上
続
い
て
い
る

社
会
シ
ス
テ
ム
な
の
で
す
。

や
扶
助
費
、
公
債
費
な
ど
の
義
務
的
経
費

は
、
収
入
が
減
少
し
た
か
ら
と
い
っ
て
そ

れ
に
合
わ
せ
て
急
に
減
ら
す
こ
と
が
難
し

い
も
の
で
す
。
こ
の
た
め
に
市
の
財
政
構

造
は
こ
こ
数
年
間
で
著
し
く
硬
直
化
し
て

い
る
の
で
す
。
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◇
税
金
の
働
き

　

税
金
は
、
国
や
地
方
公
共
団
体
が
さ
ま

ざ
ま
な
公
共
サ
ー
ビ
ス
や
施
設
を
提
供
す

る
た
め
に
集
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら

を
含
め
て
、
税
金
に
は
社
会
に
対
し
て
次

の
よ
う
な
働
き
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。

１
．
公
共
サ
ー
ビ
ス
・
公
共
施
設
を
提
供

す
る
（
資
源
の
分
配
）

　

私
た
ち
の
生
活
に
必
要
で
あ
っ
て
も
、

利
潤
を
求
め
る
民
間
の
経
済
活
動
で
は
生

み
出
せ
な
い
、
道
路
の
整
備
、
警
察
や
消

防
、
ゴ
ミ
の
回
収
や
処
理
な
ど
の
公
共

サ
ー
ビ
ス
や
医
療
施
設
の
提
供
な
ど
は
財

政
の
重
要
な
機
能
で
す
。

２
．
所
得
の
格
差
を
調
整
す
る

　

（
所
得
の
再
配
分
）

　

所
得
税
や
住
民
税
な
ど
は
所
得
の
多
い

人
に
は
大
き
い
負
担
、
所
得
の
少
な
い
人

に
は
小
さ
い
負
担
と
な
り
ま
す
。
一
方
、

納
め
ら
れ
た
税
金
は
、
所
得
の
少
な
い
人

に
生
活
の
扶
助
を
す
る
な
ど
社
会
保
障
の

支
出
を
通
じ
て
再
配
分
さ
れ
て
い
ま
す
。

３
．
景
気
の
動
き
を
整
え
る

　

（
景
気
の
調
整
）

　

景
気
の
動
き
（
経
済
の
活
動
の
様
子
）

を
整
え
る
働
き
が
あ
り
ま
す
。

　

景
気
が
い
い
と
会
社
や
個
人
の
所
得
が

伸
び
る
の
で
、
累
進
課
税
制
度
な
ど
を
通

じ
て
税
の
負
担
も
増
え
ま
す
。
す
る
と
、

投
資
や
消
費
に
回
る
お
金
が
抑
え
ら
れ
、

景
気
に
ブ
レ
ー
キ
が
か
か
り
ま
す
。

　

反
対
に
、
不
景
気
に
な
る
と
所
得
が
伸

び
な
い
の
で
税
の
負
担
が
減
り
、
景
気
の

落
ち
込
み
を
緩
め
ま
す
。
歳
出
の
面
で
も

公
共
事
業
を
増
や
す
な
ど
の
方
法
を
と
る

こ
と
に
よ
り
、
景
気
を
上
向
き
に
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

市
税
等
に
は

ど
ん
な
種
類
が
あ
る
の
で
し
ょ
う

　

税
金
は
、
ど
こ
に
納
め
る
か
に
よ
っ
て

国
税
、
県
税
、
市
税
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
特
に
皆
さ
ん
に
な
じ
み
の
深

い
市
税
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

　

税
率
（
税
額
）
と
納
期
は
《
Ｐ
６
表

１
》
の
と
お
り
で
す
。

◇
個
人
市
民
税

　

原
則
と
し
て
、
毎
年
１
月
１
日
現
在
で

市
内
に
住
所
の
あ
る
個
人
に
課
税
さ
れ

ま
す
。
ま
た
、
市
内
に
住
所
の
な
い
人
で

も
、
市
内
に
建
物
な
ど
を
持
っ
て
い
る
人

に
は
均
等
割
が
課
税
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

　

個
人
県
民
税
と
個
人
市
民
税
を
合
わ
せ

て
「
住
民
税
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
住
民

税
は
市
で
課
税
さ
れ
徴
収
さ
れ
た
あ
と
、

県
民
税
分
が
市
か
ら
県
に
払
い
込
ま
れ
ま

す
。

　

個
人
市
民
税
の
年
税
額
は
、
所
得
割
額

と
均
等
割
額
の
合
計
額
に
な
り
ま
す
。
所

得
割
額
は
前
年
中
の
所
得
金
額
に
応
じ
て

課
税
さ
れ
、
均
等
割
額
は
市
内
に
住
所
の

あ
る
人
や
市
内
に
住
所
が
な
く
て
も
市
内

に
事
務
所
、
事
業
所
ま
た
は
家
屋
敷
を
所

有
す
る
人
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

住民税の特別徴収

　住民税の特別徴収とは、サラリーマンなど給与所得者について、
６月から翌年５月までの12回に分けて給与支払者（特別徴収義
務者）が毎月の給料から税金を差し引いて市に納めることをいい
ます。
　また、65歳以上の人が年金からの天引きによって納めること
も住民税の特別徴収といいます。
　それ以外の所得者は、市から送付される納付書によって住民税
を納めます。これを住民税の普通徴収と呼んでいます。年税額を
４回に分け、６月・８月・10月・翌年1月に納めていただきます。

一般会計歳入決算額の推移平成21年度　一般会計歳入予算（当初）

市税の内訳

地方交付税　36.0%

H17年度

H18年度

H19年度

H20年度

0　　　　1,000,000　　　2,000,000　　　3,000,000
（万円）

（年度）

市　税

その他
自主財源
依存財源

558,197

556,865

473,723

474,482 305,367

313,299

261,558

219,359 1,391,835

1,338,549

1,467,185

1,745,047

その他
0.8%

固定資産税　50.3% 個人市民税　33.8%

法人市民税
8.5%

たばこ税　4.9%

軽自動車税
1.7%

（50億3,787万円）

（総額201億円）その他　13.0%
繰入金　4.8%

国庫支出金
5.6%

県支出金
5.7%

市債　9.8%
市税　25.1%

グラフ１グラフ２
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区　分 税率（年税額） 納　　期

住 民 税

個人市民税---所得割：課税所得金額の6％　均等割：3,000円
個人県民税---所得割：課税所得金額の4％　均等割：2,000円

(森林湖沼税1,000円を含む)
※利子所得・山林所得・退職所得・土地譲渡等の事業所得・土地

建物等の譲渡所得・株式等の譲渡所得は分離課税

普通徴収：６月、８月、
　　　　　10月、１月
特別徴収（給与）：
　　　　　６月～５月
特別徴収（年金）：
　　４月、６月、８月、
　　10月、12月、２月

固 定 資 産 税 課税標準額の1.4％ ４月、７月、12月、２月

軽 自 動 車 税 主なものは軽四輪（乗用）7,200円、軽四輪（貨物用）4,000円、
原付自転車（50cc以下）1,000円 ５月

国民健康保険税
（特別会計） ５月、７月～２月

介 護 保 険 料
（特別会計） 所得の状況などに応じて11段階、10,680円から96,360円 ４月、６月、８月、

10月、12月、２月
後期高齢者医療
保 険 料
（特別会計）

所得割：（総所得金額－330,000円）╳7.6％
均等割：所得の状況などに応じて3,700円から37,400円

普通徴収：７月～２月
特別徴収：４月、６月、
８月、10月、12月、２月

平成21年度主な市税の税率（税額）と納期

所得割
（加入者の所得の）

資産割
（加入者の固定資産税額の）

均等割
（加入者数１人あたり）

平等割
（加入者世帯につき）

賦　課
限度額

医療分 5.60% 24.00% 13,600円 16,000円 47万円
後期高齢者支

援金分 1.40% 6.00% 3,400円 4,000円 12万円
介護分

(40歳～ 64歳) 1.00% 5.00% 4,500円 4,000円 9万円

◇
固
定
資
産
税

　

毎
年
1
月
1
日
（
賦
課
期
日
）
現
在
で
、

土
地
、
家
屋
ま
た
は
償
却
資
産
（
こ
れ
ら

を
総
称
し
て「
固
定
資
産
」と
い
い
ま
す
。）

を
所
有
し
て
い
る
人
に
納
め
て
い
た
だ
く

税
で
す
。

　

課
税
は
賦
課
期
日
現
在
の
状
況
に
よ
り

ま
す
の
で
、
年
の
途
中
で
所
有
権
が
移
転

し
た
場
合
で
も
、
そ
の
年
度
分
の
固
定
資

産
税
は
賦
課
期
日
現
在
の
所
有
者
が
納
め

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
「
所
有
者
」
と
は
、
原
則
と
し
て
、
土

地
に
つ
い
て
は
登
記
簿
ま
た
は
土
地
課
税

台
帳
に
、
家
屋
に
つ
い
て
は
登
記
簿
ま
た

は
家
屋
課
税
台
帳
に
、
償
却
資
産
に
つ
い

て
は
償
却
資
産
課
税
台
帳
に
、
そ
れ
ぞ
れ

所
有
者
と
し
て
登
記
ま
た
は
登
録
さ
れ
て

い
る
人
を
い
い
ま
す
。

　

固
定
資
産
税
額
は
、
市
の
固
定
資
産
課

税
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る
価
格
（
評
価

額
と
い
い
ま
す
。）
に
よ
り
ま
す
。
市
は
、

国
が
定
め
た
固
定
資
産
評
価
基
準
に
基
づ

き
固
定
資
産
を
評
価
し
、
固
定
資
産
課
税

台
帳
に
登
録
し
ま
す
。
固
定
資
産
の
う
ち

土
地
お
よ
び
家
屋
の
評
価
額
は
、
通
常
3

年
ご
と
に
見
直
さ
れ
ま
す
。

◇
軽
自
動
車
税

　

毎
年
4
月
1
日
現
在
で
、
原
動
機
付
自

転
車
、
軽
自
動
車
、
小
型
特
殊
自
動
車

ま
た
は
二
輪
の
小
型
自
動
車
を
所
有
し
て

い
る
人
に
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。
た
だ

し
、
割
賦
販
売
な
ど
で
、
売
り
主
が
軽
自

動
車
な
ど
の
所
有
権
を
留
保
し
て
い
る
場

合
は
、
買
い
主
を
所
有
者
と
み
な
し
て
課

税
さ
れ
ま
す
。

　

月
割
り
課
税
は
な
い
の
で
、
納
税
し
た

あ
と
年
度
内
に
軽
自
動
車
な
ど
を
手
放
し

て
も
税
の
戻
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
一
定
の
身
体
障
が
い
者
等
の
た

め
に
使
用
す
る
軽
自
動
車
な
ど
に
つ
い
て

は
、
申
請
に
よ
り
税
が
減
免
さ
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

◇
国
民
健
康
保
険
税

　

加
入
者
が
所
得
な
ど
に
応
じ
て
保
険
税

を
納
め
、
医
療
費
に
あ
て
る
国
民
健
康
保

険
制
度
に
要
す
る
費
用
に
使
わ
れ
ま
す
。

　

年
税
額
は
医
療
分
、
後
期
高
齢
者
医
療

支
援
金
分
及
び
介
護
納
付
金
分
の
合
算
額

と
な
り
、
原
則
と
し
て
国
民
健
康
保
険
の

加
入
者
の
い
る
世
帯
の
世
帯
主
に
課
税
さ

れ
ま
す
。
一
定
の
所
得
以
下
の
世
帯
に
つ

い
て
は
均
等
割
額
と
平
等
割
額
が
減
額
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

表１
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◇
介
護
保
険
料

　

介
護
保
険
を
運
営
す
る
た
め
に
65
歳
以

上
の
皆
さ
ん
に
納
め
て
い
た
だ
く
も
の

で
、
保
険
料
の
年
額
は
本
人
と
世
帯
員

の
所
得
な
ど
に
よ
っ
て
決
ま
り
ま
す
。
納

め
方
は
原
則
と
し
て
年
金
か
ら
の
天
引

き
（
特
別
徴
収
）
で
す
が
、
年
金
が
年
額

18
万
円
未
満
の
人
等
は
市
か
ら
送
付
さ
れ

る
納
付
書
に
よ
り
納
め
て
（
普
通
徴
収
）

い
た
だ
き
ま
す
。

◇
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
加
入
者
に
納

め
て
い
た
だ
く
も
の
で
、
保
険
料
の
年
額

は
加
入
者
本
人
と
世
帯
主
の
所
得
に
応
じ

て
個
人
ご
と
に
計
算
さ
れ
ま
す
。
納
め
て

い
た
だ
い
た
保
険
料
は
、
こ
の
保
険
を
運

営
す
る
茨
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
に
送
金
さ
れ
ま
す
。

　

所
得
の
低
い
人
は
保
険
料
が
減
額
さ

れ
、
職
場
の
健
康
保
険
の
な
ど
の
被
扶
養

者
だ
っ
た
人
も
加
入
し
た
月
か
ら
２
年
間

は
保
険
料
が
減
額
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
減

額
に
あ
た
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
手
続
き
を

し
て
い
た
だ
く
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

納
め
方
は
原
則
と
し
て
年
金
か
ら
の
天

引
き
（
特
別
徴
収
）
で
す
が
、
年
金
が
年

額
18
万
円
未
満
の
人
や
介
護
保
険
料
と
の

合
算
額
が
年
金
額
の
２
分
の
１
を
超
え
る

場
合
な
ど
は
、
納
付
書
に
よ
る
納
付
（
普

通
徴
収
）
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
年
金
天
引
き
の
方
で
も
一
定
の

条
件
を
満
た
せ
ば
、
申
請
に
よ
り
口
座
振

替
に
変
更
が
で
き
ま
す
。

税金の分類について
　税金には納める方法による分類と使いみちに
よる分類があります。

◇納める方法による分類
直接税……税金を負担する人が直接納める税金
間接税……税金を負担する人と納める人が異

なる税金
◇使いみちによる分類

普通税……使いみちが特定されていない税金
目的税……特定の行政活動の財源にあてられ

る税金

主な市税を分類すると次のようになります。

　

な
お
、
介
護
保
険
料
と
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
は
税
と
は
呼
び
ま
せ
ん
が
、
国

民
健
康
保
険
税
と
同
様
特
定
の
経
費
に
充

て
る
た
め
に
徴
収
さ
れ
る
も
の
で
す
。

税
金
は
期
限
内
に
納
め
ま
し
ょ
う

◇
市
税
等
を
滞
納
す
る
と

　

昨
年
度
の
主
な
市
税
の
収
入
の
状
況
は

《
Ｐ
８
グ
ラ
フ
３
》
の
よ
う
に
な
っ
て
い

ま
す
。
市
税
は
、
ま
ち
づ
く
り
の
貴
重
な

財
源
で
す
。
市
税
の
納
付
が
滞
る
と
、
事

業
の
推
進
が
困
難
に
な
る
う
え
に
、
公
正

さ
を
著
し
く
損
な
う
こ
と
に
も
な
り
ま

す
。

　

も
し
納
期
限
ま
で
に
納
付
で
き
な
い
場

合
は
、
納
期
限
内
に
納
め
た
人
と
の
公
平

を
保
つ
た
め
、
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、

本
来
納
め
る
べ
き
税
額
の
ほ
か
督
促
手
数

料
（
１
０
０
円
）
と
延
滞
金
（
納
期
限
後

１
カ
月
は
年
率
４
・
５
パ
ー
セ
ン
ト
、
そ

の
後
は
年
率
14
・
６
パ
ー
セ
ン
ト
）
が
加

算
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

地
方
税
法
等
の
法
律
で
は
、
納
期
限
を

過
ぎ
て
も
納
付
さ
れ
な
い
人
に
は
督
促
状

を
送
付
し
、
送
付
後
10
日
を
過
ぎ
て
も
納

入
さ
れ
な
い
場
合
は
「
差
し
押
さ
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
た
め
市
で
は
、
納
税
や
相
談
の

な
い
人
の
財
産
を
調
査
し
た
う
え
で
、
不

動
産
や
給
与
、
預
貯
金
を
差
し
押
さ
え
る

滞
納
処
分
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。《
Ｐ

７
表
２
》

直接税 間接税

普通税

個人市民税
法人市民税
固定資産税
軽自動車税

市町村たばこ税

目的税 国民健康保険税 入湯税

預金差押 43件
不動産差押 8件
不動産参加差押 3件
不動産抵当権設定 2件
給与等差押 6件
その他の債権差押（生命保険等） 42件
茨城租税債権管理機構への移管 20件
　　　　　　　　　計 124件

表２　 平成20年度滞納処分件数
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平成20年度主な市税の収入状況

◇
や
む
を
得
な
い
事
情
で
納
期
限
内

に
納
税
で
き
な
い
と
き
は

　

病
気
、
失
業
、
災
害
な
ど
の
や
む
を
得

な
い
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
法
律
等
で
定

め
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
納
期
を
延
ば
し

た
り
分
割
し
た
り
し
て
納
付
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
納
税
相
談
を
し
な
い
で
滞
納

の
ま
ま
放
置
し
て
お
く
と
、
督
促
さ
ら
に

は
差
し
押
さ
え
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま

す
の
で
、
早
め
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

◇
来
年
度
か
ら
コ
ン
ビ
ニ
で
も
納
付

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す

　

納
税
者
の
皆
さ
ん
が
便
利
に
な
る
よ
う

平
成
22
年
度
か
ら
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
で
も
市
税
等
納
付
の
取
り
扱
い
が
始
ま

り
ま
す
。

　

コ
ン
ビ
ニ
納
付
が
で
き
る
よ
う
に
な
る

と
、
全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
が

納
付
窓
口
と
な
り
、
い
つ
で
も
納
付
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

◇
明
る
い
未
来
の
た
め
に

　

こ
の
よ
う
に
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
の
中

で
、
必
要
な
も
の
を
支
え
て
い
る
の
が
税

金
で
す
。
そ
し
て
、
税
金
は
現
在
に
お
い

て
も
将
来
に
お
い
て
も
、
と
て
も
大
切
な

も
の
で
す
。

　

納
め
忘
れ
や
滞
納
を
な
く
し
て
豊
か
な

社
会
を
築
き
ま
し
ょ
う
。

▲

個 人 市 民 税

固 定 資 産 税

軽 自 動 車 税

国 民 健 康 保 険 税

介 護 保 険 料

後期高齢者医療保険料

グラフ３

（万円）

▲ 市役所の納付窓口

収納率
92.75％

収入額
課税額

収納率
86.75％

収納率
91.31％

収納率
72.70％

収納率
98.13％

収納率
99.09％
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市税等の納付には便利で確実な口座振替をご利用ください
～口座振替にすると～

　金融機関や市役所の窓口に出向かなくて済み、納め忘れの心配もありません。
　ただし、全期前納をご希望の場合は口座の残高にご注意ください。第１期の振替日に振替ができな
いと、その年度分は期別ごとの振替になり、報奨金制度が適用されなくなってしまいます。

◇申し込みに必要なもの
○　通帳
○　届出印
○　納税通知書（納付書）
　記入間違いを防ぐため、できるだけ納税通知
書（納付書）をお持ちください。特に固定資産
税で、所有者が共有名義だったり、所有者と納
税者が異なったりしている場合はお持ちになる
ことをお勧めします。

◇口座振替できる税金等
①　市･県民税
②　固定資産税
③　軽自動車税
④　国民健康保険税
⑤　介護保険料
⑥　後期高齢者医療保険料
　ただし、①・②・③の税金の口座振替を個別
に申し込むことはできません。
　また、②は所有者（登記名義人）ごとの申し
込みが必要となります。

◇申し込み先
　下記金融機関で申し込みを受け付けていま
す。市役所及び各総合支所では申し込みはでき
ません。
　◎取り扱い金融機関（本店及び各支店）

⑴　常陽銀行
⑵　茨城銀行
⑶　東日本銀行
⑷　水戸信用金庫
⑸　烏山信用金庫
⑹　茨城県信用組合
⑺　茨城みどり農業協同組合（支店のみ）
⑻　中央労働金庫
⑼　ゆうちょ銀行・郵便局

　口座振替申し込みの用紙は、市役所税務徴収
課・各総合支所市民福祉課及び市内の上記金融
機関に備え付けてあります。

◇振替日
　振替日は各税金等の納期限の日です。基本的
には月末ですが12月は25日です。
　また、振替日が土・日・祝日に当たる場合は
翌営業日になります。

◇振替開始
　申し込みをした月の翌々月の納期分からです。

◇その他
　継続して３回以上口座振替を行うことができなかった時や預金名義人が死亡した時は、口座振替が
解除（停止）されることがあります。
　また、市長や金融機関等が必要と認める時にも口座振替が解除（停止）されます。

納期日の前日までに口座残高をお確かめください
■問い合わせ先■

市民部税務徴収課　☎５２－１１１１
　　　市民税グループ　内線232・233・239　　　資産税グループ　内線234・235
　　　特別徴収対策グループ　内線236・237・238・240・248
各総合支所　市民福祉課　市民グループ
　　　山　方　☎５７－２１２１　　　美　和　☎５８－２１１１
　　　緒　川　☎５６－２１１１　　　御前山　☎５５－２１１１


